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一
五
九
四
年

(

四
二
二
年
前)

の
記
録
書

文
禄
三
年

大
沼
郡
中
津
川

く
い
丸
御
検
地
帳

昭
和
村
文
化
財
保
護
審
議
会

が
三
月
二
十
二
日
に
昭
和
村
公

民
館
で
開
催
さ
れ
、
村
有
形
文

化
財
の
新
規
指
定
六
件
の
諮
問

に
つ
い
て
、
議
論
し
、
羽
染
兵

吉
委
員
長
よ
り
本
名
幸
平
教
育

長
に
答
申
を
し
ま
し
た（
写
真
）。

こ
の
会
議
の
議
事
終
了
後
の

話
題
と
し
て
、
次
の
書
面
が

五
十
年
ぶ
り
に
確
認
さ
れ
た
こ

と
が
公
民
館
の
根
本
崇
範
氏
よ

り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

『
文
禄
三
年

大
沼
郡
中
津
川

く
い
丸
御
検
地
帳
』
と
い
う
帳

面
で
す
。
村
内
に
現
存
す
る
書

面
で
は
最
古
の
も
の
で
す
。

こ
れ
は
中
向
の
菊
地
成
彦
先

生
に
よ
り
四
十
八
年
前
に
発
刊

さ
れ
た
『
福
島
県
史
十
（
下
）』

（
一
九
六
八
）
八
五
七
頁
に
掲

載
さ
れ
、
字
句
等
の
誤
り
を
補

正
し
た
も
の
が
『
田
島
町
史
五

巻
』（
一
九
八
一
）
六
四
三
頁
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
行
方

不
明
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。『
田

島
町
史
』
に
は
当
時
の
大
芦
の

五
十
嵐
朝
良
氏
に
よ
り
確
認
さ

れ
た
『
大
芦
村
写
（
検
地
帳
）』

の
翻
刻
文
も
追
加
掲
載
さ
れ
ま

し
た
。
大
芦
村
検
地
帳
は
『
昭

和
村
の
歴
史
』（
一
九
七
三
）
の

五
八
頁
と
六
七
頁
に
写
真
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
が
原
本
は
行

方
不
明
で
す
。
今
回
確
認
さ
れ

た
『
文
禄
三
年
中
津
川
く
い
丸

御
検
地
帳
』は『
昭
和
村
の
歴
史
』

に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
す
で
に
こ
の
と
き
に
紛

失
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）

六
月
、
米
沢
の
伊
達
政
宗
が
会

津
黒
川
（
現
在
の
若
松
）
の
蘆

名（
あ
し
な
）氏
を
滅
ぼ
し
ま
す
。

そ
の
幕
下
で
あ
る
山
内
氏
は
横

田
本
家
等
が
抵
抗
を
続
け
ま
す

が
、
翌
年
の
八
月
九
日
に
豊
臣

秀
吉
が
会
津
黒
川
に
入
り
、
奥

羽
諸
大
名
の
所
置
を
行
い
ま

す
。
伊
達
政
宗
を
米
沢
に
退
か

せ
、
会
津
領
は
蒲
生
氏
郷
（
が

も
う
う
じ
さ
と
）
に
与
え
ま
す
。

秀
吉
は
没
収
地
の
会
津
の
検
地

を
行
い
ま
す
。小
中
津
川
・
松
山
・

下
中
津
川
の
一
部
を
支
配
し
た

川
口
山
内
氏
当
主
は
伊
達
家
に

臣
従
し
米
沢
に
行
き
、
後
に
白

石
市
に
住
ま
い
、
野
尻
山
内
氏

は
帰
農
し
ま
し
た
。

検
地
と
は
田
畠
を
竿
や
縄
で

計
測
し
、
実
際
の
耕
作
者
を
確

定
す
る
も
の
で
す
が
、
実
際
に

は
そ
の
地
の
帳
面
を
指
出
（
さ

し
だ
し
）
を
確
認
・
点
検
す
る

検
地
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
（
注
一
）。
蒲
生
氏
郷
は

会
津
に
来
て
検
地
を
行
い
ま
す

が
、
そ
の
記
録
が
「
文
禄
三
年

の
検
地
帳
」
で
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
野
尻
組

と
言
わ
れ
た
昭
和
村
は
、
中
世

（
室
町
・
戦
国
時
代
）
は
「
中
津

川
郷
」
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

「
中
津
川
郷
の
う
ち
野
尻
村
」
と

い
う
表
記
で
し
た
。「
中
津
川
く

い
丸
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て

い
ま
す
が
下
中
津
川
か
ら
両
原

ま
で
の
地
域
の
田
畠
の
調
査
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
畑

ご
と
に
漆
（
ウ
ル
シ
）
が
計

三
十
九
本
と
、
桑
の
記
載
が
あ

り
、
こ
れ
ら
が
栽
培
さ
れ
年
貢

（
税
金
）
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
ウ

ル
シ
（
樹
液
の
ほ
か
、
実
を
ロ

ウ
ソ
ク
に
す
る
）、
桑
（
養
蚕
、

マ
ユ
）
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
上

畑
で
は
ア
サ
（
ヲ
）
が
栽
培
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
特

に
「
荒
れ
（
耕
作
放
棄
地
）」
に

つ
い
て
福
島
県
立
博
物
館
の
竹

川
重
男
氏
が
「
会
津
藩
「
負

わ
せ
高
」
の
検
討
」（『
福
島

県
立
博
物
館
紀
要

第
四
号
』

一
九
九
〇
年
）
で
、
詳
細
な
分

析
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
同
じ

県
博
の
高
橋
充
さ
ん
が
ウ
ル
シ

の
こ
と
に
つ
い
て
こ
の
史
料
等

を
使
い
「
戦
国
・
織
豊
期
の

会
津
の
漆
と
蝋
燭
（
ろ
う
そ

く
）」（『
米
沢
史
学

第
二
六
号
』

二
〇
一
〇
年
）
に
論
文
を
発
表

し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
の
研
究

報
告
も
昭
和
村
公
民
館
に
写
し

を
置
き
ま
し
た
。

畑
地
の
呼
び
名
が
現
在
に
通

じ
る
も
の
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
史
料
か
ら
わ
か
る

こ
と
は
、
現
在
の
昭
和
村
は
野

尻
の
徳
林
寺
入
口
の
野
尻
山
内

氏
「
開
創
五
百
年
記
念
塔
」
に

あ
る
よ
う
に
約
五
百
年
前
こ
ろ

か
ら
、
今
に
つ
な
が
る
各
集
落

の
形
成
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
当
時
は
、
米
の
ほ

か
、
雑
穀
主
体
で
、
ウ
ル
シ
や

ク
ワ
、
ア
サ
の
栽
培
が
換
金
作

物
で
す
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代

中
期
（
三
五
〇
年
前
）
か
ら
商

品
作
物
の
カ
ラ
ム
シ
が
栽
培
さ

れ
青
苧
が
主
な
商
品
と
な
り
ま

し
た
。

（
注
一
）
牧
原
成
征
「
兵
農
分

離
と
石
高
制
」（『
岩
波
講
座
日

本
歴
史
第
十
巻
』
二
〇
一
四
年
、

一
五
七
頁
）

▶
大
沼
郡
中
津
川
く
い
丸
御

検
地
帳
の
表
紙














